
                               事  務  連  絡 

令和５年３月２２日 

各中学校長 様 

                             岐阜市教育委員会 

                             学校指導課長 

   

 

令和５年度初めの休日における学校部活動及び地域クラブ活動の対応について 

 

 

見出しのことについて、岐阜市としては、「岐阜市中学校部活動指針」及び令和５

年２月６日付岐阜市教委学指第１２８９号にて送付した「岐阜県中学校部活動及び新

たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）」をもとに対応

します。 

ついては、令和５年度当初の休日の学校部活動及び地域クラブ活動の対応を下記の

とおりとしますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 年度当初の対応 

 ○土曜日及び日曜日は少なくとも１日以上を休養日とする。 

・岐阜市中学校部活動指針「岐阜県中学校部活動」 

    P８ 

・新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案） 

P７、１５「休養日」参照 

 

２ 送付文書【参考】 

・「岐阜県中学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な 

ガイドライン（案）」…令和５年３月 岐阜県教育委員会 
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